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理由 

 上記の議案を別紙のとおり、立川市議会会議規則（昭和 51 年６月 30 日

議会規則第１号）第 13 条第１項の規定により提出します。 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

令和７年３月 18 日 

提出者 
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地域公共交通への財政支援強化等を求める意見書 

 

 全国各地で地域公共交通の運営が困難になっていることが報道されています。本市で

も、民間路線バスの本数が減り、市が運営するコミュニティバスも大きな財政負担を強い

られています。こうした中で市民からは、病院へ通うことや買い物に行くのが大変という

声がかつてなく寄せられています。 

 「第 2次交通政策基本計画」（2021 年～2025 年）では「交通事業が独立採算制を前提と

して存続することはこれまでにも増して困難となっており、このままでは、あらゆる地域

において、路線の廃止・撤退が雪崩を打つ『交通崩壊』が起きかねない」と述べていま

す。 

 現在の状況は、各自治体や交通事業者に任せていくだけでは、公共交通を維持していく

ことが非常に困難になっています。交通政策基本法第 13 条では「政府は、交通に関する施

策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。」

としています。 

 よって立川市議会は、地域公共交通を維持していくために、経常的な財政支援及び運転

手確保など地域交通への具体的支援策の充実を求めます。 

 

以上、地方自治法第９９条に基づき意見書を提出する。 
令和７年３月 24 日 

立川市議会      
議長 福島 正美 


